
会員の皆様へ                                 令和 2 年 4 月 17 日 

三 木 商 工 会 議 所 

除菌液としてご利用いただけます！！ 

微酸性次亜塩素酸水（微酸性電解水）  

の 供 給 に つ い て  

この度、会員事業所様の新型コロナウイルス感染拡大の予防策として、当館に微酸性次亜塩素酸

水生成器を設置し、除菌液（微酸性次亜塩素酸水 有効塩素濃度 40ppm）の供給サービスを開始

します。除菌液を希望される会員事業所の皆様には無料で供給させて頂きます。 

なお、現在緊急事態宣言が発令されておりますので、当面の間、館内での３密（密閉、密集、密

接）のリスクを避けるため、電話のみの完全予約制とさせて頂きます。 

 

【供給開始日】  令和 2 年4 月 20 日（月）～ 

【受 取 時 間】 月曜～金曜  9 時～12 時、13 時～17 時  

                              ※時間を指定させて頂きます。 

【提 供 場 所】 三木商工会館 2 階 談話室 

【提供の際の注意】 

・除菌液を入れる『容器』を必ずご持参ください。 

（紫外線に弱いため不透明なものを推奨します。） 

・会員の皆様で使用しますので節度ある範囲でご利用ください。（1 回 2ℓ程度） 

【申 込 先】  三木商工会議所  TEL : 0794-82-3190 

微酸性次亜塩素酸水の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

•瞬時に99.9％除菌・消臭

•インフルエンザやノロウイルスなどの感染予防
①除菌・消臭

•皮膚刺激、眼刺激、経口毒性に関する安全性試験を実施

•厚生労働省に認められた食品添加物（殺菌料）
②安全・安心

•手が荒れにくいノンアルコール

•そのまま排水しても水質を汚染しない

③人と環境に

やさしい

少しでも会員の皆様の力添えとなりますよう、ご支援してまいりたいと存じます

ので今後ともよろしくお願いいたします。 


